


件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

錦華公園親水施設・自然池設備イ呆守点検業務(第723号)

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品委託、の他

要

選定理由

千代田区神田猿楽町一丁目1番2号(錦華公園)

錦華公園にある親水施設及び自然池設備の機能保全のため点検す

るとともに、稼働に必要な消耗品の交換を行う。

契約の相手方

当案件について、令和7年5月23日から公募制指名競争入札の公募

を行ったが、入札参加者不在のため中止となった。そこで、下記業者と

交渉したところ、価格、条件を変更せず本案件を請け負えることとなっ

たため、契約の相手方に指定する。

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社ドゥサイエンス

住所東京都港区六本木4-1-16

契約期間

?丹

担当課

令和?年?月/日

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和7年12月26日まで

環境まちづくり部道路公園課

β 1号,900

地方自治法施イテ令第167条の2第1項第8号

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

被災者生活再建支援システムタブレット端末の購入

特命随意契約理由書

概 要

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

西1司・委託、その他

被災状況の調査、結果集約、り災証明書発行及び被災者台帳を用い

た被災者への生活再建支援の進捗管理を一括して行う被災者生活再

建支援システムについて、タブレット端末を購入する。これにより、

本システムに備えている住家被害認定調査機能を活用して、調査現場

で被災状況の入力およびデータの記録を行い、作業の効率化を図る。

選定理由 当案件について、令和7年7月4日に公募制指名競争入札を行った

ところ、予定価格内の応札がなく、不調返戻された。

そこで、下記業者と予定価格、仕様の条件を変更しないことを条件

に交渉を行ったところ、本案件を請け負えることの確認ができたた

め、契約の相手方に指定するものである。

契約の相手方

7y s'

※契約年月日

※契約金額

納入期限

担当課

7年7月/ノロ令和

ソフトバンク株式会社

東京都港区海岸1丁目7番1号

根、拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年7月28日

政策経営部災害対策・危機管理課

タy子, ys'y

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号

'ト

円(消費税を含む)

事
品

工
物

称
所

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

さくら樹勢調査業務(第331号)

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査,その他工事

概

物品、物乱Kミ玉亙》その他

要

本区では、平成16年3月に『区の花さくら再生計画』を策定し、老朽

化が進んでいるさくらの生育環境整備や士壌改良など、樹勢回復に取り組

み、その効果について検証を行い、次年度以降の作業内容へと反映してい

る。本件はこの検証業務について委託するものである。

選定理由

さくらの樹勢には生育環境、病虫害被害、士壌条件などの様々な要因が

関係しており、本業務を行うにあたり、専門的かつ高度な知識と技術が必

要とされる。

また、さくらの樹勢回復・育成の経緯を継続的に把握する必要がある。

下記法人は、造園、林業、植物病理、士壌・肥料、生態学などそれぞれ

豊富な専門知識と経験を有し、平成16年度から本業務を受託し、千代田

区内のさくらの樹勢回復・育成の経緯を継続的に把握しており、なおかつ、

その実績を高く評価している。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

リ午/

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

所在地

担当課

7年?月/ロ令和

特定非営利活動法人

東京都江東区猿江1

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年3月20日まで

環境まちづくり部道路公園課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2陽・

東京樹木医プロジェクト

ぶ ZS上 100

23 2

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

地域福祉交通「風ぐるま」見直しに関する調査検討業務

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託その他

要

選定理由

本業務は、地域福祉交通、「風ぐるま」の現状を把握・整理し、社会

情勢の変化を踏まえた新たな地域福祉交通の実現に向けて、現行サー

ビスの見直しを行うとともに、将来にわたり持続可能な区民サービス

の提供を図るための具体的な方策を検討するものである。

1 プロポーザル年度令和7年度

(令和7年6見 9日 7千保福総発第105号)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3 継続年数初年度

プロポーザル方式によって選定された下記業者を契約の相手方に

指定する。

契約の相手方

ク14

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社日建設計総合研究所

契約期間

住所東京都千代田区飯田橋二丁目18番3号

担当課

7年クカフ日令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項貝については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)まで

保健福祉部福祉総務課

円(消費税を含む)/づ",ヌ1チ

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、

ク b ク



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

高齢者等住み替え相談支援業務

特命随意契約理由書

概

工

物品:物品・委託その他

事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要 本業務は、高齢等の理由により民間賃貸住宅の契約が困難な住宅確

保要配慮者及びその親族・支援者等を対象として、住み替えに関する

相談対応を実施し、物件情報の提供、内見及び契約手続き入の同行支

援、入居後の生活支援等を通じて、安定的な住まいの確保を専門的に

支援するものである。

選定理由 1 プロポーザル年度令和7年度

(令和7年6月6日 7千保福総発第104号)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6

号

3 継続年数初年度

プロポーザル方式によって選定された下記業者を契約の相手方に

指定する。

ン■る

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社ホッとスペース東京

住所東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目28番5号ドルミ第二御苑701

契約期間

担当課

年7月令和 7 之入日

根拠規程

豪縮脚喫約のため渙、'、仕会解賊額円 (消費税を含む)

@この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)まで

保健福祉部福祉総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号







件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

敬老会参加者用菓子の購入

概

工事:士木・建設清剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

要

選定理由

75歳以上の方を対象とする区主催の敬老会実施にあたり、参加者

のお士産として和菓子を配布する。

敬老会参加者用の菓子については、地域経済活性化対策及び 75

歳以上の高齢者が身近に口にする和菓子を選択することが事業の

趣旨に合致するとの観点から、東京和菓子商工業組合の麹町支部・

神田支部に所属する千代田区内の業者から口ーテーションで購入

することとしている。購入にあたっては、単価の上限を定め、敬老

会参加者の人気の高い商品とすることから、購入先が限られる。

今年度は麹町支部へ受注可能な業者の推薦を依頼したところ、麹

町支部長から下記指定業者の推薦を受けたところである。

以上の理由により下記業者を指定する。

ク"

契約の相手方

※ 契約年月日

※ 契約金額 円(消費税を含む)

納入期限

1

担当課

有限会社宝来屋本店

千代田区九段南2-4

7年7 " 9P 口令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和7年9月8日

保健福祉部福祉総務課

/,42、タ,ククP

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

＼

15

物品 他のそ委ロロロロ

名
住
称
所



件

種

名

類

概

組織変革支援業務

要

特命随意契約理由書

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

品:物品・匿詔、その他物

区職員の働き方が多様化する中、複雑化・高度化する区政課題や様々

な区民二ーズに対応するためには、個としての資質やチームワークの向
上を図るとともに、様々な施策に挑戦できる機動的な組織への変革が必
要である。また、官製談合防止法違反事件等により、区民の信頼が大き

く揺らいでいるため、信頼回復はもとより、事件を契機に各職員が仕事
への意欲を見つめ直し、風通しが良く活気のある組織へ変革することも
重要である。

本業務では、令和6年度に策定した区の「存在意義(パーパス)」を組
織に浸透させることを中心的な取組みとし、職員が主体的・自律的に職
務に取り組みながら組織をけん引していけるよう、区の組織変革を推進
する活動への包括的な支援を行う。

選定理由

ワタワ

1.プロポーザル年度

令和7年度(令和7年度開始)

(令和7年5月26日付 7千政企画第26号)

2.対象千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号
3.継続年数初年度

プロポーザルによって選定された下記事業者を契約の相手方に指定
する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む→

契約期間

コクヨマーケティング株式会社

千代田区霞が関三丁目2番5号

担当課

令和7年 n 月1日

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃます。

※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結の翌日から令和8年3月31日まで

0

、、

政策経営部企画課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

フ, oon , SO0

名
住
称
所



件

種

工事
(工事

特命随意契約理由書

名

場
案件の

千代田区役所本庁舎那皆ELVホールガラス扉製作・取付業務

概

類
工事

物品

所
み)

士木

物品

建設 .

千代田区役所本庁舎那皆の区側EⅦホールに設置してあるガラス
扉について、経年劣化によりセキュリティシステムが正常に動作
しないなどの不具合が発生しており、区のセキュリティに支障が
出る恐れがあるため、扉を新規に発注し、作成、交換する業務を
イ子う。

選

要

設備・設計、測量、地質調査

その他

定

?qヲ・

理

契約の相手方

本件は、千代田区役所本庁舎那皆の区倶嘔Ⅶホールに設置して
あるガラス扉の制作、交換業務である。下記事業者は、建物全体
の建築設備管理業務を受託しており、建物全体の設備やシステム
について精通しているため、円滑に本業務遂行に必要なシステム
調整や運用ができる。また、作業終了後のアフターサービスや不
具合等が発生した際の迅速な対応が可能である。以上の理由によ
り、下記事業者を契約の相手方として指定する。

由

※

※

契約年月日

契

その他工事

担

契約金額

約

根

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める
公表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ
ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

称株式会社シミズ・ビルライフケア

所東京都中央区京橋二丁目10番2号ぬ利彦ビル南館

期

当

拠

令和

間

規

?年

契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで

定

政策経営部施設経営課

ワ月 qe

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

3,828',000 円(消費税を含む→

.

ニ
ロ

名
住

課



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

区立内幸町ホール改修工事監理等業務

特命随意契約理由書

概

工事

選定理由

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭劃、その他品

千代田区指定箇所

改修工事監理業務

本件は、区立内幸町ホール改修工事を円滑に進めるための工事監理

業務である。本工事は、ホールという特殊用途の改修であるととから

建築、電気、機械、舞台機構、舞台音響、舞台照明及び荷物用昇降機

の7業種の施工者が工事に携わる。

施工にあたっては、設計図書に基づいて、工事の適正な履行の確認

と品質確保が必要である。

下記業者は、前年度に当該施設の設計等委託業務を受託しており、

調査、導入設備の性能検討、設計及び積算を実施しているため、各業

種の改修工事内容を熟知している。下記業者以外に本業務を適切に履

行できる事業者はいないため、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

竹6

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

称

契約期間

株式会社田中雅美建築設計事務所

東京都新宿区大久保2-3-6 シティハウス西大久保502号

担当課

所

ワ年?"令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年Ⅱ月30日まで

政策経営部施設経営課

43, q27, q・卯

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

80

名
住



件

種

事
工事案

特命随意契約理由書

名

概

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎
3・7階力ードリーダー交換業務

場
件の

類

所
み)

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物叩' その他

選

要

定

千代田区役所本庁舎内各所の入退室制御力ードリーダーにつ
いて、経年劣化により不具合が生じ、業務に支障が出る恐れ
があるため、機器を交換する業務を行う。

理

彬ゞ

契約の相手方

本件は、九段第3合同庁舎に設置してある入退室制御力ードリ
ーダーの更新業務である。下記事業者は、建物全体の建築設備管
理業務を受託しており、建物全体の設備やシステムについて精通
しているため、本業務遂行に必要な本庁舎のシステムを適切に調
整、運用しつつ処置ができる唯一の業者である。また、作業終了
後のアフターサービスや不具合等が発生した際の迅速な対応が可
能である。以上の理由により、下記事業者を契約の相手方として
指定する。

由

※

※

契約年月日

契

担

契約金額

約

根

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める
公表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ
ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

称株式会社シミズ・ビルライフケア

所東京都中央区京橋二丁目10番2号ぬ利彦ビル南館

期

当

拠

＼

令和

間

規

課

7年0月

契約締結日の翌日から令和7年12月31日まで

定

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

弍診0,ク00

川日

円(消費税を含む→

工事

物品
ニ
ロ

エ
(

名
住



件 名

種

工事場所
(工事案件のみ)

資源化業務に係る古紙・びん・缶等の売却(7月分)

特命随意契約理由書

類
工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・委託、モ三匝二1)そ却)

概 要

選定理由

区内で回収された資源物を売却できるよう処理をした後、再生資源
として資源化ルートに乗せるものである。

(1)資源回収・資源化業務の受託業者であり、同一業者が本業務を実
施することにより、効率的に資源化ルートに乗せるととができる。
(2)清掃事業が東京都から千代田区に移管される平成12年度以前か
ら資源回収をしているという実績もあり、平成12年3月27日に
才「長年にわたり培ったお互いのパートナーシップに基づき、今後
ともごみ減量・りサイクル事業推進について、必要に応じ協議する
ものとする」とした協定書を交わしている。
以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

フ/之.

※契約金額 W牲憲沌入予正額陣価契約)

r

契約期間

千代田区りサイクル事業協同組合

東京都千代田区飯田橋2-12-1

担当課

7年7月/ヨ令和

根拠規程

0

令和7年7月1日~令和7年7月31日

二HOIJζず

この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公
表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ
ています。
※印を示した項目については、契約課で記入します。0

千代田清掃事務所

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

名
住
称
所





件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

埋蔵文化財の基本層序確認調査業務

特命随意契約理由書

工 事

物

概

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委劃、その他

要

本業務は、令和5年度東郷元帥記念公園改修工事において埋蔵文化

財が確認されて以降、継続的に実施している調査の一部である。

当該地における発掘調査成果の取りまとめに向け、今年度の調査で

は基本層序を確認する必要があり、そのためにボーリング調査(年代

測定を含む)と地層の剥ぎ取り標本作成を行うものである。

選定理由

本業務は、これまでの調査において区内では確認されていなかった

地層が発見されたことを受け、基本層序の記録と保存のため、ボーリ

ング調査(年代測定を含む)、地層の剥ぎ取り標本作成を行うものであ

る。

ボーリング調査と剥ぎ取り標本作製の実施には、地質学の専門技術

者が堆積物の詳細を調査するとともに、基本層序がいつ堆積したのか

を確認するために、ボーリングコアに含まれる微量な炭化物を加速器

質量分析計(AMS)で年代測定する必要がある。

加速器質量分析計(AMS)を所有し、地質学の専門知識と技術を備

える事業者は下記事業者のみであるため、下記事業者を契約の相手方

として指定する。

76 ぢ'

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

7年ワ月1令和

株式会社パレオ・ラボ

埼玉県戸田市下前1丁目 13番22号

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和7年12月26日まで

イ383500

地域振興部文化振興課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

品

称
所

名
住





件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

「第9回食品ロス削減全国大会血千代田」会場の借上げ等業務

概

特命随意契約理由書

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

選定理由

物品・委託、の他

区及び全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会が主催する

「第9回食品ロス削減全国大会血千代田」(以下、「本大会」とす

る。)の実施にあたり、開催会場を借上げる。

本大会を実施するための施設は、以下の要件を満たす必要があ

る。

1 シアター形式で700名収容可能な規模であること。

2 本大会当日(令和 7年1 0月3 0日(木) 9時から 2 0時)

及び設営等実施する前日(令和7年10月29日(水) 9時

から19時)の間、貸し切りの状態で会場の予約が可能であ

ること。

3 メインとなる会場のほかに控室として活用できる部屋を最低

6部屋以上有しており、そのうちの一部屋はスクール形式で

70名以上収容可能であるとと。控室からメインとなる会場

への動線がスムーズであること。

契約の目的を達成するためには、能力その他の複数の条件を満たす

ことが必要であって、全ての条件を満たす者が1者に特定される。

以上の理由から、大手町プレイスホーノレ&カンファレンスを運営

する下記業者を契約の相手方に指定する。

17 ワ f

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

株式会社マグネットスタジオ

東京都中央区銀座5-3-13銀座SS85 ビル9階

令和

根拠規程

0 この理由書は、

7年7 "/フ_"

契約締結日の翌日から令和7年10月30日まで

環境まちづくり部千代田清掃事務所

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める

ε9y2Pqd 円(消費税を含む)

品



公表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含

まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。







件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

生活扶助基準の見直し及び被保護者調査の調査項目変更等対応作業

特命随意契約理由書

概

工事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

,

物品(委亜>その他品

令和7年度生活扶助基準の見直し及び被保護者調査の調査項目変更

等に対応するパッケージの適用を行う。

生活保護システムについて、下記の事業者が開発・保守業務を行っ

ている。 )

今回の作業は当該システムの特許権、著作権その他の排他的権利を

有するシステム開発者にしかできない改修、再構築である。また、作

業内容が既存システムと密接不可分の関係にあり、同一の開発者以外

の者に履行させると既存のシステムの運用に著しく支障が生じる恐れ

がある。

以上の理由により、下記事業者を指定する。

Pフン

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

,ー

契約期間

担当課

株式会社日立システムズ

東京都品川区大崎1-2-1

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで

保健福祉部生活支援課

円(消費税を含む)

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

フヌヌ,S'00

ノ
ノ
ー

日リ月7年マ

称
所

口禾令

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

区立番町小学校給食室排風機インバータ設置工事

特命随意契約理由書

士木・建設設備設計、測量、地質調査工事 その他工事

概

物品

選定理由

要

千代田区六番町8

物品・委託、その他

給食室用排風機の騒音値を低減するため、インバータを新設する。

番町小学校給食室用に設置されている排気用送風機の本体は、校舎

北側の屋上塔屋階に設置されており、隣地との距離が非常に近い状況

にある。

昨年末、近隣住民より送風機の騒音に関する苦情が寄せられたた

め、現地調査を実施したところ、騒音規制法で定められた「敷地の境
【

界線における騒音の大きさの許容限度」の規定値を大幅に超過してい

ることが判明し、早急に騒音値を低減する対策が必要となった。

そのため、区施設における改修工事の実績がある業者のうち、最も

迅速な対応が可能で、当該施設における改修工事および修繕対応の実

績が豊富な下記業者を契約相手方に指定する。

フ,39

契約の相手方

※ 契約年月日

※ 契約金額

1

契約期間

橋本産業株式会社エンジニアリング本部

東京都千代田区神田紺屋町誕番地

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

▽年7月

円(消費税を含む)

契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで

.ノ

政策経営部施設経営課

3ヲ0CO00

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

名
住
称
所



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

戸籍情報総合システム端末増設作業

概

特命随意契約理由書

物品:委託

要

選定理由

総合窓口課職員の増員による戸籍情報システムの端末不足に対応する

ため、戸籍情報総合システム4台の新規導入における設定作業を実施す

る。

当該戸籍システムの導入については、千代田区戸籍事務電算化実施

業者調査委員会において、日立製作所がシステム開発保守業者として

選定された(平成 10年8月7日付千地戸発第 176 号)。本システム関

連の業務は、日立製作所のグループ企業の下記業者が担当している。

本件戸籍システムの設定作業対応及び立会い対応業務については、

既設の機器、設備、情報処理システムと密接不可分の関係にある。本

件作業を同一者以外に履行させると、既存のシステム・機器類の運用

に著しく支障が生じるおそれがある。また、直接的なシステム操作や

サーバーへのアクセスが必要となるため、システム開発に携わってい

る下記事業者以外に本件業務を行うことができない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

837

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

株式会社日立システムズ

東京都品川区大崎1

担当課

7年▽月1令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和7年8月31日まで

地域振興部総合窓口課

3,15 又 0OU

父美・杉矣曽業統循斈部
¥四宮業事都

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

2 -1

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

富士見区民館の代替施設(旧九段中)管理業務

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

要 富士見区民館の代替施設(旧九段中)の受付業務。機械警備システ

ムの解除、鍵の開閉等。施設の利用がある時間帯のみ勤務に従事する。

本件は、代替施設(旧九段中)の貸出業務を円滑に行うため受付業務

を委託するものである。本業務は、高年齢者等の雇用の安定等に関する

法律(以下呼釦という。)の基本的理念に基づく業務であり、高齢の方

であっても容易に従事可能なものである。また、下記法人は、法第37条

第 1項に基づき、高年齢者等の職業の安定、その他福祉の増進を図ると

ともに、地域の経済および社会の発展に寄与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

その他

契約の相手方

§68

※契約年月日

※契約金額

日

契約期間

称 公益社団法人千代田区シルバー人材センター

東京都千代田区九段南1・6・10 かがやきプラザ4階

担当課

所

令和 7年ワ月

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

2383,q20 円(消費税を含む)契約のため、契約金額は支出限度額楽単イ@

令和7年7月1日から令和8年3月31日まで

地域振興部富士見出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

物品:物品 @

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区敬老会会場の借上げ等業務

特命随意契約理由書

概

エ・事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

物品・委託、の他
口
ロロ

選定理由

75 歳以上の方を対象とする区主催の敬老会の実施にあたり、開催

会場を借上げる。

敬老会を実施するための施設は、以下の要件を満たす必要がある。

①参加者が2,000人程度見込まれるため、バリアフリー化された

会場で全3回開催の合計収容人数が2,000人以上となる規模で

あること。

②敬老会実施当日に会場の予約が可能であること。

契約の目的を達成するためには、能力その他の複数の条件を満たす

ことが必要であって、全ての条件を満たす者が1者に特定される。

以上の理由から、ヒューリックホール東京を運営する下記業者を契

約の相手方に指定する。

》》g

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社マグネットスタジオノ

契約期間

東京都中央区金艮1奎51目 3番 13 号ノGINZA SS舗ビル9F住所

担当課

令和

根拠規程

7

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に 3する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ
ξ、

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

年

契約締結日の翌日から令和7年9月9日まで

ワ

保健福祉部福祉総務課

3,Doy,760

月 ・ミ

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

商工融資斡旋システムの改修業務

概

工事:士木・建設・設備・設ヨ十、測量、地質調査・その他工事

物

要

口
ロロ

選定理由

物品委託、その他

現在使用している商工融資斡旋システムについて、斡旋結果入力

画面の仕様変更および統計データ作成上必要な機能の追加等の改修

をイテう。

商工融資斡旋システムは、令和5年度にプロポーザル方式で下記

業者を選定(5千地商観発第403号)し、令和6年度からシステム

の構築・運用を行っている。

本件は、既存システムの改修である。既存の電算システムと密接

不可分の関係にあり、同ーシステム開発者以外の者にプログラムの

増設・追加等を履行させると、既存の電算システムの運用に著しく

支障が生じるおそれがある。

以上の理由により、商工融資斡旋システムを構築し、運用してい

る下記事業者を契約の相手方に指定する。

9ぢ1

契約の相手方

※契約年月日

名称株式会社オレンジアーチ

※契約金額

住所

契約期間

東京都台東区上野五丁目25番11号

大和上野ビル6階

担当課

7年▽月3/ロ令和

根拠規程

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで

地域振興部商工観光課

仏g3gひ0

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

/



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区民体育大会実施に伴う設営・運営等業務

概

特命随意契約理由書

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

品:物品・1委劃、その他物

要

選定理由

本業務は、千代田区民体育大会が、千代田区民のスポーツを楽しむ場

となり、また地域交流を促す機会となるよう、大会に関する企画・運営

を実施する。

プロポーザル実施年度

令和6年度(令和6年6月21日6千地生ス発第213号)

該当

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第4号

継続年数 2年

業務成績は良好なため、引き続き令和7年度においても、

下記事業者を契約相手方に指名する。

2

契約の相手方

96 /

3

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む→

契約期間

称 株式会社ドゥ・クリエーション

東京都千代田区岩本町三丁目10番4号

担当課

所

令和 7年7 "{ロ

根拠規程

0 この理由書は、.「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

※ 4

契約締結日の翌日から令和7年12月26日まで

チ3,q「チ,1千9

地域振興部生涯学習・スポーツ課

血,

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

^

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

障害者スポーツ・eスポーツ体験会運営等業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i司、その他品

選定理由

本業務は、障害者スポーツ・eスポーツ体験会が、障害の有無に関

わらず誰もが楽しめるスポーツの体験を通じて、障害者スポーツ等の

普及啓発と障害者への理解を深められることを目的に、体験会に関す

る企画・運営を実施する。

1 プロポーザル実施年度

令和6年度(6千地生ス発第1639号)

該当

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第4号

継続年数初年度

プロポーザル方式により選定した下記事業者を契約相手方に
、、

指名する。

2

契約の相手方

今52

3

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社ドゥ・クリエーション

契約期間

住所東京都千代田区岩本町三丁目10番4号

担当課

▽年7月23 B令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年1月30日まで

地域振興部生涯学習・スポーツ課

71チ0500

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)





件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

企画展の展示造作・設営等に関する業務

特命随意契約理由書

概 要

選定理由

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委詔、その他

令和7年度企画展の開催に係る展示会場の造作や設営、運営等の業
、

務を行う。

本企画展は、千代田区立日比谷図書文化館の指定管理者である千

代田ルネッサンスグループ q弌表株式会社小学館集英社プロダク

ション)と「令和7年度日比谷図書文化館企画展「千代田の大奥」

開催に関する協定書」(令和7年4月17日付)を締結し、実施する

ものである。

また、今回の企画展では、千代田区や区以外が所蔵する浮世絵や

古文書等の作品等を展示する予定となっているが、これらの作品は

温湿度や光に対して極めて繊細な取り扱いが必要であるとともに、

借用作品に関しては防犯、防災も含めた適切な管理が借用の条件に

もなっている。

協定に基づく業務を行うだけでなく、作品の適切な管理のため、

日頃から当館の会場で展覧会を開催するなど、施設の環境や構造な

どを熟知した下記事業者でないと当該業務は行うことはできない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手先に指定する。

、

8ワ号

契約の相手方

※契約年児日

旦当課

※契約金額

名称株式会社小学館集英社プロダクション

契約期間

住所東京都千代田区神田神保町二丁目30番地

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

▽年ワ昂 9ぢ'ロ令和

根拠規程

契約締結日の翌日から令和7年Ⅱ月30日まで

地域振興部文化振興課

地方自治法施行令第167条の2第1項第20

フヲフ3ρ53

＼

＼
円(消費税を含む)

事
品

工
物





件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

第20回ちょだ文学賞選考等業務

概

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質,凋査・その他工事

物品:物品・医i司、その他

要

選定理由

ちょだ文学賞の実施にあたって、文学に対する豊かな知識と客観

性をもって、応募作品の中からちょだ文学賞にふさわしい作品を選考

するとともに、最終選考会に出席する。

契約の相手方

角田光代氏は、第Ⅱ回ちょだ文学賞の選考から選考委員に就任

している。下記事務所は、角田光代氏専属の個人事務所であり、氏の

作家活動管理を行っているため、当該事務所を契約の相手とする。

※契約年月日

ゆ"

※契約金額

名称

契約期間

住所

有限会社角田光代事務所

東京都杉並区上荻3-15-17

担当課

令和 7年7月16 0

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める

公表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が

含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和7年8月27日まで

地域振興部文化振興課

ち00'000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)



件

種

名

類

定額減税補足給付金(不足額給付)事業にかかるシステム開発

業務

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

口
ロロ 物品・

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)に際し、

推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生

じた方等に対して、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給する。

当該給付の支給にあたっては既存のシステム等をもとに簡素な仕組

みで迅速かつ的確に給付するため、対応するシステムを総合住民サ

ービスシステムの一機能として追加する。

選定理由

託、その他

%子

本件は、基準日等の要件を満たす対象者を住民基本台帳及び課税

台帳に記録されている区民から抽出して、支給確認書や支給決定通

知等の作成を行うものである。

定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務を迅速かつ効率的に

実施するため、既存の総合住民サービスシステムの改修により定額

減税補足給付金(不足額給付)に対応する機能を追加する。追加す

る機能は既存の総合住民サービスシステムと密接不可分の関係にあ

り、同ーシステム開発者以外の者がプログラムの増設・追加等を履行

することは不可能である。

以上の理由により、総合住民サービスシステムの構築・開発業者

である下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社電算

契約期間

担当課

住所長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6

令和

根拠規程

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

1

契約締結日の翌日から令和8年3月31日

年

地域振興部コミュニティ総務課

ぢ,ヂチP,子・ぢ四

ヨψ

地方自治法施行令第167条の2第1項第

日

円(消費税を含む)

まで

2 号
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